
 

 

 
 

 
 

米国ニューヨーク州における有限責任会社の年次更新費用 

 
特に明記しない限り、このガイドで紹介される米国ニューヨーク州会社は、米国ニューヨー
ク州の有限責任会社法（New York Limited Liability Company Law、以下「LLC法」に省
略。）によって設立された有限責任会社（Limited Liability Company,以下「LLC」に省略、
日本の合同会社に相当する形態です）です。 
 

概要 

 
ニューヨーク州における LLC 設立後は、定期的に州政府へ年次更新報告をする必要がありま

す。その中で、会社の役員情報を変更するかどうかを確認するために二年ごとに州政府に

“隔年報告”（ Biennial Report）を提出すること、及び弊社が提供した年次登録代理と登

録住所を更新することが含まれています。会社の登記情報は変更があれば、その年に報告を

提出する必要があります。（現在）米国ニューヨーク州 LLCの年次更新費用は$900です。政

府に納付すべき料金、年次登録代理と登記住所サービス料、及び前述の報告書の作成と提出

サービスが含まれています。 

 

貴社 LLC の登録代理または登録住所をご変更希望ならば、弊社にご変更になれます。弊社は

法律規定に従って貴社の LLCの年間維持手続きを取り扱いさせていただきます。 

 

弊社は、年次更新期間末日の 2 カ月前にお客様に年次更新の通知及び年次更新費用の請求書

を送付します。従って、弊社が州政府へライセンス料金の支払い及び報告書の作成と提出を

予め手配するために、お客様は、少なくとも申告期間末日の 2 週間前に弊社に年次更新費用

の支払いをお願いします。 

 

  

 

 
 
 
 



米国ニューヨーク州有限責任会社（LLC）年次更新費用 
 
 

一、LLCの年次更新 

 

LLC の基本年次更新手続きは、登録代理人（例えば弊社）によって提供された登録代理

と登録住所のサービスを更新すること、及び二年ごとに州政府へ“隔年報告”

（ Biennial Statement）を提出することを含んでいます。 

 

登録代理の年間手数料は LLC の年次更新費用の一部です。規定によって、LLC の代わり

に法律文書を受け取るために、すべてのLLCは登録代理人を指定する必要があります。 

 

LLC ごとは、前述の“隔年報告”を二年ごとに州政府に提出する必要があります。“隔

年報告”の目的は、州政府に会社の最新基本登記情報を申告するためです。その中で、

メンバー及び主たる役員の名前と住所、事業内容或いは郵送住所、及び登録代理の情

報が含まれています。“隔年報告”の提出期限は会社設立月の末日です。 

 

（現在）米国ニューヨーク州 LLC の年次更新費用は$900 です。政府に納付すべき料金、

弊社の年次登録代理と登記住所サービス料、及び前述の報告書の作成と提出サービス

料が含まれています。 

    

通常、弊社は LLCの年次更新末日の 2カ月前にお客様に年次更新の通知を送付します。

弊社が十分な時間で年次更新費用の支払を手配するために、お客様は遅くとも会社設

立月末日の 2 週間前に弊社に通知上の年次更新費用を支払わなけばなりません。LLC の

年次更新時間は二年ごとの会社設立月です。 

 

二、LLCの登録代理の変更 

 

お客様はニューヨーク州における会社登録代理として弊社に依頼できます。弊社は法

律規定に従ってお客様の会社の年間維持手続きを取り扱います。 

 

依頼を受領した後、弊社は登録代理の変更に必要な書類の作成と提出を手配します。

登録代理を変更するサービスについて、弊社は無料で提供します。 

 

弊社は依頼を受領して、同時に LLC の年次更新費用$900 を全額請求します。前述の費

用には、政府に納付すべき料金、弊社の年次登録代理と登記住所サービス料、及び前

述の報告書の作成と提出サービス料が含まれています。 

 

登録代理を変更できる LLC は、既に設立されて、かつ州政府に時間通りに全ての税金

を納付する会社の限りです。 
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米国ニューヨーク州有限責任会社（LLC）年次更新費用 
 
 

Section1 に述べた基本年次更新内容を除き、LLC は税務申告も必要です。その中で、会社レ

ベルでの所得税の申告（税金を納める必要がない）、及びメンバーレベルでの個人所得税の

申告が含まれています。 

 

弊社は米国で会計事務所を設立しました。全面的に法律規定に従うサービスと業務維持サー

ビスを提供できます。例えば、会計記帳、財務諸表監査、税務申告、賃金計算と支払いなど

のサービス。詳細は、弊社の専門コンサルタントにお問い合わせください。 

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。 
 
メール： info@bycpa.com, enquiries@bycpa.com 
お電話： +852 2341 1444 
ライン・WhatsApp・Wechat： +852 6114 9414, +86 1521 9432 644 
公式ウェブサイト：www.bycpa.com 
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